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エヌピーエス株式会社（以下「NPS」といいます。）及びプレシジョン・システム・サイ

エンス株式会社（以下「PSS」といいます。）は、2025 年 5 月 15 日付で吸収分割契約書を

締結し、効力発生日を 2025 年 7 月 1 日として、NPS が営む試薬製造及び消耗材製造事業

を PSS に承継させる吸収分割（以下「本吸収分割」といいます。）を行うことにいたしまし

た。 

本吸収分割に関する会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則第 183 条並びに会社法

第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 192 条に基づく開示事項は、以下のとおりです。 

 

1. 吸収分割契約の内容 

 

別紙 1 に記載のとおりです。 

 

2. 分割対価の相当性に関する事項 

 

本吸収分割に際しては、PSS は株式その他の金銭等の交付を行いません。 

NPS は、PSS の完全子会社であり、PSS がその発行済株式の全てを保有していることか 

ら、かかる取扱いは相当と考えております。 

 

3. 会社法第 758 条第 8 号に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 



 

4. 本吸収分割に際して吸収分割会社の新株予約権者に交付する新株予約権に関する事項

についての定めの相当性に関する事項 

 

該当事項はありません。 

 

5. 吸収分割承継会社についての次に掲げる事項 

 

(1) 吸収分割承継会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

別紙 2 に記載のとおりです。 

 

(2) 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等 

の内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収分割承継会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の 

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 

該当事項はありません。 

 

6. 吸収分割会社についての次に掲げる事項 

 

(1) 吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等 

 

別紙 3 に記載のとおりです。 

 

(2) 吸収分割会社の最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の 

内容 

 

該当事項はありません。 

 

(3) 吸収分割会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担 

その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

 



該当事項はありません。 

 

7. 吸収分割が効力を生ずる日以後における債務の履行の見込みに関する事項 

 

(1) NPS の債務の履行の見込みについて 

NPS の 2024 年 3 月 31 日現在の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞ

れ 831 百万円及び 453 百万円です。 

NPS において、減価償却累計額の増加やソフトウェア不正使用による賠償金の関係

で、2024 年 6 月 30 日から本書面作成日現在に至るまで、資産の額は減少し、負債の

額は増加しております（ご参考として、2025 年 5 月 28 日時点の資産及び負債の見込

額は、資産の額が 828 百万円程度、負債の額が 560 百万円程度となる見込みです。）。

本吸収分割の効力発生日に至るまで、資産及び負債の額は減少となる見込みですが、そ

の場合でも資産の額は負債の額を上回る見込みです。また本吸収分割で PSS に対して

承継される資産の額は 124 百万円、負債の額は 11 百万円であるため、NPS において

は、本吸収分割の効力発生日以後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれてい

ます。 

また、本吸収分割の効力発生日以後において、NPS が負担すべき債務の履行に支障

を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 

以上を踏まえ、効力発生日以後における NPS の債務の履行の見込みがあるものと

判断いたしました。 

 

(2) PSS の債務の履行の見込みについて 

PSS の 2024 年 6 月 30 日現在の貸借対照表における資産及び負債の額は、それぞれ

5,932 百万円及び 2,264 百万円です。 

PSS において、減価償却累計額の増加、関係会社の売却、清算や借入金、事業構造改

善引当金の減少により、2024 年 6 月 30 日から上記の日から本書面作成日現在に至る

まで、資産及び負債の額が減少しております（ご参考として、2025 年 5 月 28 日時点

の資産及び負債の見込額は、資産の額が 5,342 百万円程度、負債の額が 1,748 百万円程

度となる見込みです。）。本吸収分割の効力発生日に至るまで、資産及び負債の額に大き

な変動をもたらす事象は生じない見込みであり、また本吸収分割で PSS に対して承継

される資産の額は 124 百万円、負債の額は 11 百万円であるため、PSS においては、本

吸収分割の効力発生日以後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれています。 

また、本吸収分割の効力発生日以後において、PSS が負担すべき債務の履行に支障を

及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 

以上を踏まえ、効力発生日以後における PSS の債務の履行の見込みがあるものと判

断いたしました。 



 

以上 

  



別紙１（吸収分割契約書） 

 
 



 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



別紙 2（吸収分割継承会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容） 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

  



別紙 3（吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容） 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 


